
令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

狛江市市民福祉推進委員会

高齢小委員会委員長 中村 美安子 様

狛江市市民福祉推進委員会

委員長 宮城 孝

狛江市地域共生社会推進基本計画の調査及び審議について（付議）

狛江市福祉基本条例施行規則（平成６年規則第 30 号）第 28 条第１項の規定に基づき、

狛江市福祉基本条例（令和２年条例第８号）第 32 条第２項第２号及び第４号に規定す

る事項として、下記について貴小委員会に調査及び審議を求めます。

記

高齢者福祉の推進に関する以下の事項について

・ 狛江市高齢者保健福祉計画の中間見直しに関する調査及び審議

・ 市の施策に係る事業の実施結果、課題及び改善点を踏まえた自己評価報告に対す

る評価

なお、介護保険推進市民協議会と調整し行うものとする。
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令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日

狛江市市民福祉推進委員会

医療と介護の連携推進小委員会委員長 吉川 哲矢 様

狛江市市民福祉推進委員会

委員長 宮城 孝

狛江市地域共生社会推進基本計画の調査及び審議について（付議）

狛江市福祉基本条例施行規則（平成６年規則第 30 号）第 28 条第１項の規定に基づき、

狛江市福祉基本条例（令和２年条例第８号）第 32 条第２項第２号に規定する事項とし

て、下記について貴小委員会に調査及び審議を求めます。

記

高齢者福祉の推進に関する以下の事項について

・ 狛江市高齢者保健福祉計画の中間見直しに関する調査及び審議

なお、介護保険推進市民協議会と調整し行うものとする。


